
神奈川県自動車安全運転競技大会開催要綱

第 1 趣 旨

この大会 は、安 全 運 転 管理者 選任 事業 所 (以 下 「事 業所 」とい う。)

に勤 務 す る 自動 車 運 転 者 を対 象 に 、競 技 を通 じて安 全 運 転 の啓 発 と

交 通事 故 の防止 を図 る こ とを 目的 とす る。

第 2 主催

(一 社 )神 奈 川 県安 全運 転 管理者 会連 合 会

第 3 共催

神奈川県警察

第 4 後 援

神 奈 川 県 神 奈 川 新 聞社

神 奈 川 県 自動 車整備 振 興会

関東運輸局神奈川運輸支局  (一 社 )

(公 財)神 奈川県交通安全協会

第 5 ネ申奈 川 県 自動車 安 全運転 競 技 大会 の 開催

1 運 営

(1)競 技 大会会 長

神 奈川 県 自動 車安 全 運転 競 技 大会 (以 下「競技 大会 」とい う。)

の会 長 は 、神 奈 川 県 安 全 運 転 管理 者 会 連 合 会 (以 下 「連 合 会 」

とい う。)会 長 とす る。

(2)競 技 大会 の事務 局

ア 連 合 会 事 務 局 に 、事 務 局 長 を長 とす る神 奈 川 県 自動 車 安 全

運 転 競 技 大 会 事務 局 (以 下 単 に 「事 務 局 」 とい う。)を 置 く。

イ 事務 局 は、競 技 大会 に係 る事務 を処 理 す る。

2 競 技 大会 の構 成

競 技 大 会 は 、 県 大 会 及 び 地 区予 選 (県 大会 に 出場 す る選 手 を選

考す るた めに地 区委員 会 ご とに実施 す る予選 をい う。以 下 同 じ。)

で構 成 す る。

競 技 大会 へ の参 加

(1)参加 手続

選 任 事 業 所 の職 員 を競 技 大 会 に参加 させ よ うとす る 当該 事 業

所 の事 業 主 は、地 区安 全 運 転 管理者 会 (以 下 「地 区会 」とい う。)

の会 長 を経 由 して 、地 区委 員 会 委 員 長 に参加 申込 み を行 うもの

とす る。
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(2)欠 格 事 由

次 に掲 げ る者 は、 出場 資格 を有 しない。

ア 過 去 3年 以 内 に運 転 免 許 の取 消 処 分 を受 けた こ との あ る者

イ 警 察官 並 び に 自動 車教 習所 の指 導員 及 び検 定員 で あ る者

ウ かつ て 、 この県 大会 に 出場 して、優 勝 した こ との あ る者

(3)参加 費

参加 費 は無 料 とす る。 た だ し、 地 区会 会 員 事 業 所 に属 す る者

以外 は実 費負担 とす る。

4 競 技 の方 法

競 技 は、次 の 2種 3グ ル ー プ に分 けて実施 す る。

(1)中 型 自動 車 の部

(2)普 通 自動 車 の部

ア Aグ ル ー プ (保 有 自動 車 が 10台 以 上 の事 業所 従 業 員 )

イ Bグ ル ー プ (保 有 自動 車 が 10台 未 満 の事 業所 従 業員 )

競 技 の 内容

競 技 は 、学 科 テ ス ト、運 転 技 能 テ ス ト及 び 日常 点 検 整 備 テ ス ト

の 3科 目 と し、学 科 テ ス トは地 区予 選 で、運 転 技 能 テ ス ト及 び 日

常点検 整備 テ ス トは県 大会 で行 うもの とす る。

(1)学 科 テ ス ト

(2)運転 技 能 テ ス ト

(3)日 常点検整 備 テ ス ト

項   目 得  点 内   容

日常点検整備 300′点,商′点 点検基準により実施
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テス ト方式 問題数 。得点 時  間 内  容

正 誤 式

60問

300′点1商′像 40分
交通法規

自動車の構造・整備

安全運転の常識

項   目 得  点 内   容

運転操作技術

法規履行能力

400′像!商′点 指定 コースで実施

6 競技 車 両



競 技 に使 用 す る車 両 は 、 (公 財 )神 奈川 県 交 通 安 全 協 会 の車 両

を借 用す る もの とす る。

7 審査 の方法

審 査 は、次 の者 に依 頼 して行 うもの とす る c

(1)学 科 テ ス ト 実施 会 場 を管轄 す る警 察署 交 通課 担 当官

(2)運 転 技 能 テ ス ト 県警 察本 部 交通 部 担 当官

(3)日 常点検整 備 テ ス ト 関東 運輸 局神 奈 川 運輸 支 局担 当官

第 6 地 区予選

1 地 区予選 の運 営

(1)地 区予選 実施 本 部 の設 置

地 区予選 を 円滑 に運 営 す るた め に、 地 区委 員 会 委 員 長 を実施

本 部 長 と し、 当該 地 区委 員 会 に所 属 す る地 区会 会 長 等 を委 員 と

す る地 区予選 実施 本 部 を設 置 す る。

(2)地 区予選 実施 本 部 の任 務

地 区予選 実施 本 部 は 、予選 会 場 の選 定 、参加 選 手 の確 保 、参

加 選 手 の 資 格 審 査 、競 技 の実施 、 県 大 会 出場 選 手 の選 考 決 定 、

県 大会 会長 へ の報告 等 地 区予選 に 関す る業務 を任 務 とす る。

2 開 催 日時 口場 所

(1)日 日寺

実 施 の都 度 、競 技 大 会 会 長 か ら通 知 す る。

(2)場所

地 区予 選 実 施 本 部 が 指 定 す る場 所 とす る。

3 地 区予選 当 日の競技 内容

地 区予選 は 、学 科 テ ス トで行 う。 この場 合 にお け る学 科 テ ス ト

の問題 は、連 合 会 で作成 す る もの とす る。

4 県大会 出場選 手 の選 考

(1)県 大 会 出場 選 手 の割 当人 員 は 、別 に競 技 大会 会 長 か ら通 知 す

る。

(2)出 場 選 手 の選 考 は 、学 科 テ ス トの結 果 に基 づ き行 うもの とす

る。 た だ し、 地 区予 選 実施 本 部 の判 断 で運 転 技 能 等 を参 考 にす

る こ とが で きる もの とす る。

(3)出 場 選 手 の選 考 に 当た っ て は 、各 地 区会 か ら 1人 以 上 を、 い

ず れ か の グル ー プ に 出場 させ る よ う努 め る もの とす る。

(4)同 一事 業所 か らの県大会 出場選 手 は、 2人 まで とす る。
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5  報 告

(1)地 区 予 選 実 施 本 部 長 は 、 地 区 予 選 の 実 施 場 所 及 び 参 加 人 員 を

大 会 会 長 (事 務 局 経 由)宛 て 報 告 す る もの とす る。

(2)地 区 予 選 実 施 本 部 長 は 、 県 大 会 出 場 選 手 名 及 び 地 区 予 選 に 参

加 した 人 員 を大 会 会 長 (事務 局 経 由 )宛 て 報 告 す る もの とす る。

第 7 県大会

1 県大会 の運 営

(1)県 大会 実施 本 部 の設 置

ア 県 大 会 を 円滑 に運 営 す るた め に 、事 業 広 報 委 員 会 委 員 長 を

長 とす る県大 会 実施 本 部 を設 置 す る。

イ 県 大 会 実施 本 部 の構 成 は 、連 合 会 事 業 広 報 委 員 会 委 員 、地

区会 か らの派 遣 者 及 び 連 合会 事 務 局員 並 び に共催 機 関及 び 後

援機 関・ 団体 か らの派遣 者 を もって構 成 す る。

(2)要員 の派遣

地 区会 会 長 は 、 県 大 会 実施 本 部 長 の要 請 に応 じ、 県 大 会 実 施

本 部 に必要 な要員 を派遣 す る もの とす る。

2 開催 日時・ 場 所

(1)日 日寺

毎年 10月 の第 3土 曜 日とす る もの とす る。

(2)場 所

神 奈 川 県警 察 運 転 免 許 セ ン ター (横 浜 市 旭 区 中尾 1丁 目 1番
1号 )と す る もの とす る。

3 県大会 当 日の競 技 内容

運 転 技能 テ ス ト及 び 日常点検 整備 テ ス トを行 う。

出場 選 手

地 区予選 に よ り選 出 され た者 とす る c

5 成績 審査 及 び発 表

(1)地 区予 選 にお け る学 科 テ ス ト並 び に県 大 会 にお け る運 転 技 能

テ ス ト及 び 日常 点 検 整 備 テ ス トの 合 計 得 点数 を もって選 手 の成

績 とす る。

(2)成 績 は 、本 人 の 同意 を得 て 県 大 会 終 了後 にゼ ッケ ン番 号 に よ

り発表 す る。

(3)成績 を第 二者 に提 供 す る場 合 は、本 人 か ら同意 書 (別 記様 式 )

を徴 す る もの とす る G

4
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第 8 県大 会 表 彰

1 表彰 の種 類

県大 会 にお け る表 彰 の種 類 は、次 の とお りとす る。

(1)連名 賞 (警 察本 部 長 ・連 合 会 会長 )

各 グル ー プの優 勝者 に授 与す る表 彰 をい う。

(2)県 知事 賞

各 グル ー プ の優 勝者 に授 与す る表 彰 をい う。

(3)神 奈川 新 聞社 賞

全競 技 科 目を通 じて最 高総得 点者 に授 与す る表 彰 をい う。

(4)連 合会 会長 賞

各 グル ー プ の第 2位 及 び 第 3位 並 び に各 科 目別 優 秀 者 に授 与

す る表 彰 をい う。

(5)連 合 会 会長 特別 賞

各 科 目別 満 点獲 得 選 手 (前 (1)か ら (4)ま で の表 彰 を授 与 され

た者 を除 く。)に授 与す る表 彰 をい う。

連 合会 会 長杯

全 競 技 科 目を通 じて最 高総 得 点者 に、最優 秀 選 手 賞 と して 、連

合 会 会長杯 を授 与す る。

3 参加賞

出場選手全員に、参加賞 を授与す る。

表彰 上 の 留意事 項

被 表 彰者 を決 定す る に 当た り、集 計 した 点数 の合 計 が 同点数 の

場合 は、原則 と して年 齢 が上位 の者 を被表 彰者 とす る。

第 9 その他

1 県 大 会 は 、 晴 雨 にか か わ らず 実施 す る。 た だ し、台 風 等 の突 発

事 案 が発 生 した場 合 は 、県 大 会 実施 本 部長 が 開催 の可否 を決 定す

る。

2 この要綱 は 、平成 30年 6月 1日 か ら施 行 す る。

2

4
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別記様式

年   月 日

一般社団法人神奈川県安全運転管理者会連合会

会 長

所属地区安全運転管理者会名

安全運転管理者会

事業所の名称

氏名 (本人署名のみ可)

表彰等に関する個人情報取扱同意書

私は、自己の表彰 (受賞)又 は競技成績に関する個人情報の取扱いについて、下記の事項を確認
の上、同意 します。

記

個人情報の利用目的について

収集 した個人情報は、本人の同意なく当連合会の表彰管理又は自動車安全運転競技大会の基礎
資料その他当連合会で必要とされる業務の範囲内以外の目的では使用 しません。

2  イ国人情報の第二者提供について

収集 した個人情報は、表彰受賞者又は成績優秀者名簿への掲載、当連合会の機関誌セーフティ
神奈川及びホームページヘの表彰受賞者又は成績優秀者の掲載、本人所属の地区安全運転管理者
会への通知、報道機関への表彰受賞者又は成績優秀者の発表、共催機関 (神奈川県警察本部)ヘ
の報告を除いて、第二者に提供 しません。

個人情報の開示等について

収集 した個人情報の開示は、内容の訂正、追加、削除の求めがあった場合には、速やかに対応
します。

問 合 せ 先

情報管理者 (事務局長)

情報取扱責任者

蜀妻
駐3 =エ日自 045-391-0558 FAX 045-391-0945

E メ ル ankan―塁anagュIa@nif⊥y,COm

殿
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